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高級和牛からiPadまで
ふるさと納税の利用者激増
ハズレ馬券の税務処理
納税者が高裁で逆転勝訴
父が自己資金で車を購入
子の名義で特典受けたら…
第7次医療法改正が目前　
医療法人経営への影響は？
誤配達、システム障害etc
マイナンバーのトラブル
比嘉酒造事件を検証
役員退職金めぐるバトル
東大卒プロボクサーの会計人
起業家の挑戦を全力で応援
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申請書はたった２枚

　今回施行された中小企業等経

営強化法では、中小企業や小規
模事業者の「本業の成長」にス
ポットを当て、生産性を向上させ
るための集中支援が行われる。
　同法を活用する場合、まず、国
が策定した「事業分野別指針」を
確認することから始まる。同指針
は、簡単に言えば、稼ぎ方のヒン
トや考え方をまとめたもの。それ
を踏まえて、事業者は自社の「経
営力向上計画」を策定する。難し
そうにも思えるが、申請書はたっ
たの２枚。自社の現状や目標、そ
して「事業分野別指針」の中から
営業活動に関する事項やマネジメ

ントに関する事項など、自社で実
施する取組みを選んで記載する。
　計画期間は３年以上５年以下
で、労働生産性（営業利益、人件
費、減価償却費の合計を、労働者
数または労働者一人当たりの年

間就業時間で割ったもの）の目標
伸び率を記載する。３年の場合は
１％以上、４年は 1.5％以上、５年

は２％以上が求められるが、業種
や事業規模などを勘案して弾力

的に目標を設定できる。
　分かりやすい申請の手引きも

用意されており、それほど労力は
かからないだろう。そのため、早
くも申請する事業者が相次いで

いるが、「自社の現状分析や課題
への取組みを丁寧に記載した申

請書も多い」（中小企業庁企画
課）という。

固定資産税での
設備投資減税は初めて

　経営力向上計画を申請して認

定されると、固定資産税の軽減
措置や金融支援を受けることが

できる。
　固定資産税の軽減措置では、
経営力向上計画に基づき、生産
性が年平均１％以上高まる機械
や装置（160万円以上、新品）を
購入した場合、その機械や装置
にかかる固定資産税が３年間、２
分の１に軽減される。固定資産税
での設備投資減税は初めてで、
赤字法人でも減税の恩恵を受け

られるのがポイントだ。
　計画の申請は、機械や装置の
取得後でも認められる（取得日は
施行日以後）。しかし、中小企業
庁は次のような点で注意喚起を

行っている。まず、機械および装
置の購入後、その年末までに申
請の認定が受けられなかった場

合、翌年度の減税が受けられず、
減税の期間が２年となってしま
う。申請書の受理から認定まで最
大30日要するほか、申請先の相
違や重度の不備がある時は差戻

しとなり申請書が受理されない

こともある。軽微な不備でも手続
時間が長くなることが考えられる

ため、年の後半に動き出すのはリ
スクがある。
　次に、機械や装置の取得後に
計画を申請する場合、取得日から
60日以内に受理される必要があ
る（郵送の場合は消印日が受付
日）。工業会などが発行する証明
書（機械や装置の生産性が年平
均１％以上高まる証明）は、申請
から発行まで数日から２カ月程度
かかることもあり、60日のタイ
ムリミットは決して長いとは言え

ないだろう。
 「年末までに認定が受けられる
かどうか怪しい場合は、無理をし
ないで機械および装置の取得を

来年に先送りするなど、余裕を
持ったスケジュール管理をして

いただきたい。最悪の事態を防
ぐためにも、まずは経営力向上計
画を申請し、認定を受けた後で
機械および装置を取得するほう

が安全といえる」（同）。
　認定企業のメリットとして、
様々な金融支援を受けられる点

も見逃せない。例えば、商工中金
の独自の融資制度による低利融

資のほか、民間金融機関から融資
を受ける際には、信用保証協会
による信用保証のうち、普通保険
等の別枠の追加保証や保証枠の

拡大が受けられる。そのほか、経
営力向上計画の認定を受けた中

小企業者（国内親会社）の海外支
店や海外現地法人が、日本政策
金融公庫の提携する海外金融機

関から融資を受ける場合、信用
状を発行して１法人あたり最大４
億５千万円の債務の保証を実施
できる。

　全国税理士共栄会（南口純一会
長）の『ＶＩＰ大型総合保障制
度』は、中小企業や個人事業主が
抱える問題を様々なプランで解決

し、税理士先生とその家族および
従業員、さらに関与先企業の経営
者と家族および従業員の「暮らし
と事業」の発展を応援していま
す。
　プランのひとつ「経営者大型保
険（集団扱定期保険）」は、掛捨
の割安な保険料で、入院や手術を
含む総合的な保障をする生命保

険です。経営者に万一のことが
あったとき、最高２億円の大型保
障で企業を守ります。
　次に、「経営者保険総合プラ

ン」では、働き盛りの経営者の生
涯保障や役員・幹部社員の退職
金準備等に活用できるよう、終身
保険、養老保険、逓増定期保険
等、多彩な保険が用意されてい
ます。
　このほか、生活習慣病保障に
重点をおいた保険や介護保険な

ど様々なニーズに応える医療保

険全般が揃った「経営者スー
パープラン」、突然の病気やケガ
で就業できなくなったときの収

入を補償する「団体所得補償保
険」、長期にわたる就業不能時の
収入を補償する「団体長期障害
所得補償保険」、入院１日目から
補償し、日帰り入院も補償する

「新・団体医療保険」により中小
企業や個人事業主の方々を総合

的にバックアップしています。

関与先を守りながら
事務所の収入源も増加

　円滑な事業承継や相続税対策

の実現をはじめ、退職金の準備
や従業員の福祉制度の充実化な

ど、関与先の様々な問題を「保
険」で解決すると共に、税理士事
務所の新しい収入源を確保でき

る制度があります。それは、全国
税理士共栄会が推進している

「税理士ＶＩＰ代理店制度」で
す。

　税理士ＶＩＰ代理店の主な仕事
は、全国税理士共栄会の事業の
二本柱である『ＶＩＰ大型総合保
障制度』と『全税共年金』の勧奨
および契約の保全、生命保険設
計書の作成および提案、加入申
込書類の記入と手続などを行い

ます。関与先に役立つ豊富な保険
知識が習得できるほか、代理店業
務は保険会社がアシストしますの

で安心です。これまで多くの税理
士先生が代理店に登録し、関与
先関係者のニーズを満たすと共

に、事務所の収入源の増加に繋
げています。

　中小企業や小規模事業者の生産性向上を集中支援する「中小企業等経営強化法」が７月１日に施
行された。企業が「経営力向上計画」を策定し、事業分野ごとの主務大臣から認定を受けると、新たに
取得した機械や装置にかかる固定資産税の軽減措置や様々な金融支援を受けることができる。固定
資産税での設備投資減税は初めてで、赤字企業にも減税効果が期待されている。

全国税理士共栄会の『ＶＩＰ大型総合保障制度』全国税理士共栄会の『ＶＩＰ大型総合保障制度』
様々なプランで、万一のときの安心を

固定資産税の軽減措置、金融支援



　総務省がさきごろ発表した

「ふるさと納税に関する現況調査
結果」（調査対象：47都道府県
1741市区町村）によると、2015
年度の寄附額は約1653億円。前
年度の約389億円から４倍以上も
膨れ上がった。件数は約726万件
で、こちらも前年度の約191万件
から3.8倍の増加だ。
　その中でも、2015年度の人気
ナンバーワンに輝いた自治体は、
宮崎県の都城市（みやこのじょう
し）。返戻品として肉と焼酎に特
化し、宮崎牛はすべて都城産を
使用。受入額は42億3,100万円に
上った。第２位は、返戻品に
「iPad」が登場して話題となっ
た静岡県焼津市で、受入額は38
億2,600万円。第３位は、米や果
物など豊富な特産品を用意した

山形県天童市の32億2800万円。
なお、返戻品にタブレット
「Nexus 9」を用意して注目され
た岡山県備前市も、27億1,600万

円の受入額で５位にランクインし
ている（表参照）。
　都道府県別のラインキングで

は、北海道が約150億円でトッ
プ。次いで、山形県の約139億
円、長野県の約105億円が上位と
なっている。
　寄附額と件数が増加した理由

と し て は、「返 礼 品 の 充 実」
（56.9％）、「ふるさと納税の普及、
定着」（55.9%）、「2015 年度にお
ける制度拡充（ふるさと納税枠の
倍増、ふるさと納税ワンストップ
特例制度の創設）」（44.2%）といっ
た回答が目立った。
　このように爆発的な人気を集

めている「ふるさと納税」だが、
自治体の特典競争が過熱する

中、商品券などが転売されるケー
スも続出しており、総務省は昨
年、換金性の高いプリペイドカー
ドや高額または寄附額に対して

返礼割合の高い返戻品を送らな

いように要請。今年４月にも、金
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高級和牛からⅰＰａｄまで

銭類似性の高いもの

（プリペイドカード、商
品券、電子マネー・ポイ
ント・マイル、通信料金
など）のほか、資産性の
高いもの（電気・電子機
器、貴金属、ゴルフ用
品、自転車など）につい
て、改めて全国の自治
体に自粛を要請した。し
かし、通知に強制力はな
いため、具体的な対応
については各自治体の

判断に委ねられてい

る。
　なお、実際にふるさと納税を利
用する際には、特設サイト「ふる
さとチョイス」を確認しておきた
い。ここでは、全国各地の特産品
を紹介しており、希望の特産品を
検索することが可能だ。また、カ
テゴリー別の「みんなが選ぶお礼
の品TOP30」も見逃せない。今
年６月の月間ランキングを見る

ふるさと納税の利用者が激増ふるさと納税の利用者が激増
総務省 特典競争の過熱に一部自粛を要請

　「２千円の自己負担で地元の豪華な特産品がもらえる制度」として一大ブームとなっている「ふるさ
と納税」。最近では、関連サイトやガイド本なども充実しており、さらに2015年度税制改正で利用し
やすくなったことが追い風となって利用者が激増している。

と、肉部門第１位は、佐賀県三養
基郡上峰町の「九州産黒毛和牛
切落しドカ盛1200ｇ」。また、
「旅行・イベントやチケット等」
部門では、群馬県吾妻郡中之条
町の「四万温泉で使える半額相
当の『感謝券』と特産品」が第１
位に輝いている。

　安倍晋三首相は6月1日、消費
税率の10％への引上げおよび軽
減税率制度の導入時期を平成31
年10月まで２年半延期すると表
明したが、中小企業庁はその翌
日、すでにスタートしている「軽
減税率対策補助金」の受付を継
続することを公表した。
　同補助金は、消費税の複数税
率への対応が必要となる中小企

業・小規模事業者などに対し、複
数税率対応のレジの導入や、電
子的な受発注システムの改修な

どの経費の一部を補助するもの。
交付申請は４月から始まっている
が、軽減税率導入への対応を円
滑にするため、受付はそのまま継
続されることとなった。
　補助対象期間は、平成28年3月

29日から平成29年3月31日ま
で。対象となる複数税率対応の
レジの導入または改修（Ａ型）や
電子的な受発注システムの改修

または導入（Ｂ型）については、
この間に完了させる必要がある。
ちなみに、レジの購入日が平成
28年3月28日以前の場合、導入
完了日が対象期間内であっても

補助の対象外となる。リース契約
を利用する場合も、リース契約日
およびリース開始日が当該期間

内であることが必要だ。
　一方、補助金交付申請の受付期
間は、平成28年4月1日から平成
29年5月31日まで。これは、補助
金申請書類の提出期間（消印日）
だ。ここで気を付けたいのが、レ
ジの導入や改修（Ａ型）と、電子

的な受発注システムの改修や導

入（Ｂ型）のうち事業者自身で改
修する場合（Ｂ－２型）の申請す
る時期について。これらは事後申
請となるため、導入や改修の完了
日が、補助対象期間の最終日（平
成29年3月31日）に近い場合、申
請の受付期間の最終日（平成29
年5月31日）まで、あまり時間に
余裕はない。そのため、レジの導
入や改修などが完了し、これに係
る代金の支払いを終えた後は、速
やかに補助金申請を行いたい。
　消費税の増税延期が表明され

ても、「軽減税率対策補助金」に
対する事業者の関心は高く、事
務局のホームページのアクセス

数は100万件を突破。ホームペー
ジ上に「よくある質問」をＱ＆Ａ

で掲載しているが、それでも専
用のコールセンターには約３千
件の問い合わせが寄せられてい

る。実際の申請件数も、すでに
約1300件という状況だ。
　さて、消費税の増税が延期さ
れた場合、事業者としては、同
補助金の期間についても延長さ

れるか否かが気になるところ。
これについて中小企業庁は、
「秋の臨時国会で消費税の関連
法案が成立された後、補助金の
期間延長についても明らかにな

るだろう。２年半の延長に合わ
せるのか、その時の準備状況な
どを踏まえて決まるのか、現時
点では分からないが、少なくと
も延長する方向ではないかと見

ている」と回答している。

　大阪府は今年１月、府内のホテ
ルや旅館の宿泊客に課税する「宿
泊税」を来年１月に導入する方針
を決め、総務省との協議を行って
きたが、6月14日、総務相による
法定外目的税新設の同意を得た。
　課税額は３段階に分かれ、１人
１泊当たりの宿泊料金が、①１万
円以上１万５千円未満は100円、
②１万５千円以上２万円未満は
200円、③２万円以上は300円。
宿泊料金は、食事料金などは含ま

ない素泊まり料金となる。
　平成14年から宿泊税を導入し
ている東京都では、①と②の税率
を採用しているが、近年、客室価
格が大幅に上昇していることを踏

まえ、大阪府では担税力の観点か
ら③の税率を設定した。
　今後は、今年12月まで周知期
間を設け、平成29年1月1日から
条例を施行して課税（徴収）を開
始する。税収規模は、年間約10億
円を見込んでいる。

　国税庁は７月１日、相続税や贈
与税の算定基準となる平成28年
分の路線価を公表した。評価対象
は全国約33万6千地点。
　今年１月１日時点の標準宅地に
係る評価額は、全国平均で前年比
0.2％のプラスとなり、リーマン・
ショック前の平成20年以来、８年
振りに上昇に転じた。
　都道府県別で路線価を見ると、
上昇したエリアは、昨年の宮城、
福島、埼玉、千葉、東京、神奈

川、愛知、京都、大阪、沖縄のほ
か、新たに北海道、広島、福岡、
熊本が加わって14都道府県となっ
た。上昇率トップは東京の2.9％。
　路線価が全国で最も高かった

のは、東京都中央区銀座５丁目の
「鳩居堂前」。前年比18.7％増と
なる１平方メートル当たり3200
万円まで上昇し、31年連続のトッ
プとなった。対前年変動率が最も
高かったのは、大阪市北区角田町
の御堂筋で22.1％だった。

（表） ふるさと納税の受入額 トップ１０

 １ 位 宮崎県・都城市 42億3100万円
 ２ 位 静岡県・焼津市 38億2600万円
 ３ 位 山形県・天童市 32億2800万円
 ４ 位 鹿児島県・大崎町 27億2000万円
 ５ 位 岡山県・備前市 27億1600万円
 ６ 位 長崎県・佐世保市 26億4800万円
 ７ 位 長崎県・平戸市 26億円
 ８ 位 長野県・伊那市 25億8300万円
 ９ 位 佐賀県・上峰町 21億3000万円
10位 島根県・浜田市 20億9400万円

団 体 名 受 入 額

軽減税率の導入延期でも

補助金の期間延長はあるのか…？
レジ導入等の補助金受付は継続

大阪府 来年１月に「宿泊税」開始 平成28年分の路線価公表
全国平均８年ぶりに上昇宿泊料金に３段階の税率////////////////////////////////////////
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当であるとして納税者の主張を

斥けていた。

■高裁は払戻金の回収率に着目
　納税者は、控訴審でも原審と
同様の主張を行っている。
　これに対して東京高裁は、馬券
の購入代金に対する払戻金の期

待値の比率（期待回収率）に注
目。その値は通常では100％より
小さい値となるとし、恒常的に利
益を得ることはできないものの、
本事件の納税者は独自のノウハ

ウに基づき長期間にわたり多数

回かつ頻繁に馬券を網羅的に購

入して、現実に100％を超える回
収率を実現することにより多額

の利益を上げていた（平成17年
から22年に約72億7,000万円の
馬券を購入して５億5000万円超

■事業所得を巡り新たな争いも
　上記とは別に「一時所得か、事
業所得か」の争いに対する判決
が本年3月4日に東京地裁で出さ
れている。
　本事件では、馬主でもある納
税者が、馬主であることを生かし
た豊富な情報量と、競争成績分
析、血統分析による馬の実力・適
性の把握により馬券を購入して

いたと主張している。
　この主張に対して裁判所は、
①納税者の購入方法には具体的

ノウハウは伺えないことから一般

の愛好者と同程度のものである、
②納税者が平成20年から22年の
間に馬券に投じた2億6,000万円
に対して7,000万円の損失が生じ
ている点に着目し、生活費の大部
分は、他の給与所得により賄われ
ていた――との観点から、所得税
法27条に規定する事業所得の要
件「対価を得て継続的に行う事
業」には該当しないとして納税者
の訴えを斥けた。
　納税者は本判決を不服として

控訴している。

■地裁判決の概要
　本事件は、納税者が具体的に
馬券の購入履歴や収支に関する

資料を保有しておらず、レース毎
に馬の能力、騎手（技術）、コー
ス適性などに、JRAの各競馬場の
コ一ス形態からレース傾向を分

析し、各コース別に設定した係数
を加えることにより個別の予想

を行って勝ち馬を予想し馬券を

購入していた。
　これに対して、東京地裁は、ハ
ズレ馬券の扱いをめぐって雑所

得とする納税者の主張を認めた

平成27年３月10日の最高裁判決
と同様の視点から、「馬券を自動
的に購入するソフトウエアを使用

して独自の条件設定と計算式に

基づいて」馬券の購入を行って
いないため、納税者の主張は失

の利益を獲得）。
　この事実より、一連の馬券の購
入は一体の経済活動の実態を有

していると判断。納税者の所得は
「営利を目的とする継続的行為か
ら生じた所得」として恒常的に利
益を得ていることから、地裁判決
を覆し、雑所得に該当すると判
示した。

■最高裁判断で通達の再改正も？
　本判決だが、先の最高裁判決
で示した判断基準である「馬券
を自動的に購入するソフトウエア

を使用して独自の条件設定と計

算式に基づいた機械的な購入の

仕方」によらなくても、高い回収
率を得ている納税者の独自のノ

ウハウを用いた購入方法を評価

しており、最高裁判決よりも広い
射程をとっている。
　この控訴審判決に対して、最
高裁がどのような判断を下すの

か――。その結果によって国税庁
は再度の通達改正を余儀なくさ

れることも想定されるため、最高
裁での行方が気になるところだ。

　厚生労働省は６月17日、来年1
月から始まる「セルフメディケー
ション推進のためのスイッチＯＴ
Ｃ薬控除（医療費控除の特例）」
の対象となる医薬品を公表した。
同特例は、平成29年1月1日から
平成33年12月31日までの間に、
健康の維持増進など一定の取組

みを行う個人が、自分や生計を一
にする家族のためにスイッチOTC
薬（要指導医薬品および一般用医
薬品のうち、医療用から転用され
た医薬品）を購入し、その合計額
が12,000円を超える場合に総所

東京高裁で納税者が逆転勝訴！
結論は再び最高裁の判断へ

　このところ、ハズレ馬券の必要経費性をめぐる税務訴訟が相次いでいる
が、本紙17号に既報の「雑所得か、一時所得か」が争われ、納税者が敗訴
した事件（東京地裁平成27年5月14日判決）の控訴審判決が去る4月21
に出され、納税者の主張のとおり雑所得とする逆転判決が言い渡された。
これを不服とする国側は上告をしており、最終的な判断は最高裁に委ねら
れることとなった。

ハズレ馬券の税務処理ハズレ馬券の税務処理

スイッチOTC薬控除
 厚労省  対象品目1492点を公表

東京税理士協同組合主催　㈱日税ビジネスサービス協賛

医療・介護分野のスペシャリスト

税理士のための
「第７次医療法改正後の医療法人経営」への対応
　～ガバナンス強化・透明性確保・
       地域医療連携推進法人制度創設などへの対処法～

青木惠一税理士が徹底解説！

日時：平成28年8月31日（水）13:30～16:30
会場：新宿エルタワー30階（東京・新宿区）
受講料：10,000円（税込）

講師より：当セミナーでは、第７次医療法改正の内容、実務上の
留意点、今後の医療法人経営のポイントなどを解説いたします。

※詳しくは、㈱日税ビジネスサービスのホームページをご覧ください！　

得金額から控除されるもの。
88,000円を限度とし、現行の医療
費控除との選択適用となる。
　公表された対象品目は1492点。
常備薬として定番の風邪薬や胃

腸薬なども幅広く含まれている。
なお、購入者が判別しやすいよう
に、製品パッケージに表示する共
通識別マーク（下）も決定した。
 

今号の推薦図書はこちら！日税ジャーナル



消費税の落とし穴はココだ！！ココだ！！ココだ！！ココだ！！
高額特定資産を取得した場合高額特定資産を取得した場合
「３年縛り」の適用に注意「３年縛り」の適用に注意

　私は不動産賃貸業を営
む消費税の課税事業者
で、簡易課税制度の適用

を受け、平成27年分の消費税
の確定申告をしています。私は
平成28年8月中に居住用の賃貸
物件を2億円で取得する計画が
あり、この建築費につき、消費
税の還付を受けるべく、平成
27年中に「簡易課税制度選択
不適用届出書」を納税地の所轄
税務署長に提出しました。な
お、平成28年中の課税売上割
合は80％程度と見込まれるの
で、一括比例配分方式により仕
入控除税額を計算する予定で
す。
　ところで、平成28年度改正
では、税抜の取得金額が１千万
円以上の棚卸資産や固定資産を
取得した場合には、平成22年
度改正法の適用除外となるケー
スであっても、いわゆる「３年
縛り」の規定が適用されること
になったとのことですが、私の
場合には、平成28年分の申告
で消費税の還付を受け、平成
28年中に「簡易課税制度選択

届出書」を提出することによ
り、平成29年分の申告で再び
簡易課税制度の適用を受けるこ
とはできないのでしょうか。

　平成22年度改正法で
は、下記①～③の期間中に
税抜の取得金額が100万円

以上の固定資産（調整対象固定
資産）を取得した場合には、原則
として３年間は免税事業者となる
ことや簡易課税制度の適用を受
けることが禁止されていました。

①課税事業者を選択した場合の
強制適用期間中
②資本金1,000万円以上の新設
法人の基準期間がない事業年度
中
③特定新規設立法人の基準期
間がない事業年度中

　この規定は、①の課税選択の
ケースであれば強制適用期間
中、②・③の新設法人のケースで
あれば基準期間がない事業年度
中に調整対象固定資産を取得し

　

Q

A

熊王税理士の
ワンポイント講座

熊王  征秀
税理士
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た場合でなければ適用されませ
ん。また、取得資産が棚卸資産で
あれば、どんなに高額な資産で
あっても適用除外になるという立
法上の不備がありました。
　平成28年度改正では、本則課
税の適用期間中に高額特定資産
を取得した場合には、たとえ平成
22年度改正法の適用を受けない
場合であっても、いわゆる「３年
縛り」の規定を強制適用すること
としたものです（改消法12の4・
37③、改消令25の5）。
（注）棚卸資産又は調整対象固定
資産のうち、税抜の取得価額が1
千万円以上の資産を「高額特定
資産」といいます。
　簡易課税適用事業者が本則課
税に切り替えて消費税の還付を
受け、その翌課税期間から再び
簡易課税制度の適用を受けると
いう、ご質問のような還付スキー
ムは、従来であれば、いわゆる
「３年縛り」の規定は適用されま
せんでした。しかし、今回の改正
により、このようなスタンダード
な還付スキームについてまでも
が制限されることとなったことに

は注意する必要があります。
　なお、本改正は、平成28年４
月１日以後に取得した高額特定資
産について適用されますが、平
成27年12月31日までに締結した
契約に基づく高額特定資産であ
れば、たとえ平成28年４月１日
以後に取得した場合であっても
改正法は適用されません（改消
法附則32①②）。よって、ご質
問の物件の建築請負契約が平成
27年中に締結されているのであ
れば、平成28年分の確定申告で
消費税の還付を受け、平成29年
分から再び簡易課税制度の適用
を受けることができます。

スクランブルスクランブルスクランブル税務税務税務 ～審判所の視点～～審判所の視点～～審判所の視点～

　車両を製造販売するＨ社は、
平成20年10月から同年末まで
の間、同社と取引関係を有する
企業およびその従業員向けに
キャンペーンを実施した。内容
は、購入車両をキャンペーンの
対象企業および従業員が本人
名義で登録することを条件とし
て、車種に応じて購入車両の装
備品等の割引をするとともに、
購入者に２万円分のプリペイド
カードを贈呈するというもの
だ。
　請求人は、Ｇ社に勤務してお
り、Ｇ社もこのキャンペーンの
対象企業だった。そして、キャ
ンペーン期間中、ある１台の車
両が購入される。自動車の小売
業者（ディーラー）宛ての平成
20年10月19日付「新車注文
書」には、買主・注文者を請求
人の父、使用者名義を請求人と
して記載されており、購入車両
に係る自動車検査証には「登録
年月日／交付年月日」欄に平成
20年12月22日、「所有者の氏
名又は名称」欄に請求人の氏名
が記載されていた。
　車両の代金については、平成

20年12月25日までに全額が父名
義の普通預金口座からディーラー
に対して支払われ、購入後の保険
料および自動車税もすべて父が負
担していた。なお、請求人は平成
24年3月まで父の自宅に住んでい
たが、同年4月から平成25年12月
までの間、父とは別の場所で生活
しており、その間、車両は父の自
宅に保管されていた。
　父の車両購入にはキャンペーン
が適用され、車両に装備される
カーナビゲーションが10万円分割
引された。しかし、『父が請求人
名義で車両を購入した』ことに対
し、国税当局は、『請求人が父か
ら贈与によって車両を取得した』
と認められるとして贈与税の決定
処分等をしたのだ。
　請求人は、「車両は父が自己資
金で取得した単独所有物であり、
請求人も父もそのように認識して
いる。請求人が車両の名義人とさ
れたのは、Ｇ社の従業員である請
求人の名義で登録すれば装備品
の優遇が受けられたからで、父が
請求人の名義を借用したものであ
り、贈与ではない」と主張。
　一方の原処分庁は、「車両の代

金全額を父が負担しているのに、
請求人の名義で登録されているこ
とから、相続税法基本通達9-9
（財産の名義変更があった場合）
により、原則として贈与として取
り扱うこととなる」などとして、
贈与税課税の正当性を訴えた。
　果たして、請求人は父から車両
の贈与を受けたことになるのか否
か――。

原則として贈与の取扱い
審判所は反証の成否を検討

　相基通9-9は、不動産、株式等
の名義の変更があった場合におい
て対価の授受が行われていないと
き、または他の者の名義で新たに
不動産、株式等を取得した場合に
おいては、これらの行為は、原則
として贈与として取り扱うものと
すると定めている。ただ、反証が
あれば、贈与として取り扱わない
場合があるところ、審判所は「父
はキャンペーンの利用条件を満た
すために、請求人の名義を利用し
て車両を購入したことが認められ
る」、「父所有の前車両は、父が
自己所有者として購入したのは明

らかであるが、本件車両の購入
前後で、その使用状況に変化を
生じさせるような生活環境等の
変動はなく、父所有の前車両が
本件車両に変更された際に、こ
れを請求人に贈与する必要性
は特別見当たらず、父や請求人
に贈与する動機はなかったと認
められる」とした。
　そして、「本件車両を主に使
用していたのは、父および請求
人の妹であり、このことは請求
人への贈与の事実を疑わせる
事情といえる」、「請求人が購
入すべき車両の選定や購入手
続等に関与した事実は認められ
ない」、「父は車両の取得資金
を出損し、売却に際してはその
売却代金を自ら受領・費消する
とともに、その間、車両に係る
維持管理費用をすべて負担し
ていたことなどの諸事情を総合
すると、本件車両の贈与の不存
在について反証がされていると
いえる」として、贈与税の決定
処分の全部を取り消す判断を下
した。

父が自己資金で車両を購入
子ども名義にして購入特典を受けたら贈与税が…

昭和59年学校法人大
原学園に税理士科物
品税法の講師として
入社し、在職中に酒税

法、消費税法の講座を創設。平成４年同
校を退職し、会計事務所勤務。平成６年
税理士登録。平成９年独立開業。東京税
理士会会員相談室委員、東京税理士会
調査研究部委員、日本税務会計学会委
員、大原大学院大学准教授ほか。消費税
関連の書籍も多数執筆。

くまおう   まさひで
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地域医療連携推進法人制度について （概要）

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域医療連携
推進法人の認定制度を創設する。これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保。

地域医療連携推進法人

社員総会 地域医療連携推進評議会
意見具申

（社員総会はその意見を尊重）

○統一的な医療連携推進方針（病院等の連携推進の方針）の決定
○医療連携推進業務等の実施

診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、資金貸付
（基金造成含む）、関連事業者への出資等
医師の配置換え、救急患者受入ルールの策定、訪問看護等による在宅生活支援等

○参加法人の統括（予算・事業計画等へ意見を述べる）
※社員は各一個の議決権。ただし、不当に差別的な取扱いをしないこと等を条件に、定款で別段の
　定めをすることが可能。

・グループ病院の特長を活かして、地域医療・地域包括ケアを推進
・グループ病院の一体的経営により、経営効率を向上

※一般社団法人のうち医療法上の非営利性の確保等の基準を満たすものを認定

参考
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可
・
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意
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都
道
府
県
医
療
審
議
会

参画（社員）

参加法人（非営利法人に限る）

参画（社員） 参画（社員） 参画（社員）

医療法人A

病院

医療法人B

病院

医療法人C

病院

その他の
非営利法人D

介護事業等
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地域医療連携推進法人制度の
創設

　まず、地域医療連携推進法人
制度の創設であるが、この施行日
は平成29年4月2日である。地域
医療連携推進法人とは、地域の
医療機関等を開設する複数の医
療法人その他の非営利法人の連
携を目的とする一般社団法人で
都道府県知事の認定を受けたも
のを指す（図表参照）。当初案で
は非営利ホールディング型法人
と呼ばれていたものだ。
　地域医療連携推進法人は、統一
的な医療連携推進方針（病院等の
連携推進の方針）を決定し、参加
法人間で、診療科や病床の再編、
医師等の共同研修、医薬品等の共
同購入、資金貸付（基金造成含
む）、関連事業者への出資等を実
施する。また、医師の配置換えや
救急患者受入ルールの策定など
も行う。最大の特徴は病床再編　
で、これにより参加法人の経営す
る病院間の病床の融通が可能と
なる。
　社員は原則各一個の議決権を
持ち、剰余金の配当は禁止で、都
道府県知事による監督等の規定
については医療法人に対する規
制が準用されている。税理士の
クライアントである医療法人で特
に病院を経営するものが、参加

法人に加わるか否かは経営上の
大きな選択となる。相談があった
場合に適切なアドバイスができ
るよう制度の特徴や留意点を学
んでおくことが必要となる。

医療法人制度の見直し

　改正の2つ目は医療法人制度の
見直しである。具体的な内容は次
の3つだ。

(1) 医療法人の経営の透明性
の確保及びガバナンスの強
化に関する事項

(2) 医療法人の分割等に関す
る事項

(3)社会医療法人の認定等に関
する事項

 （1）のうち、平成28年9月1日施
行分は、医療法人のガバナンス
強化を目的に①医療法人に対す
る、理事の忠実義務や任務懈怠
時の損害賠償責任等を新たに医
療法に規定する、②理事会の設
置、社員総会の決議による役員
の選任等に関する所要の規定を
整備するなどの改正が実施され
る。これらの改正に伴いモデル定
款や運営管理指導要綱は改めら
れる。定款変更の時期や変更内
容の確認は必須となる。
　また、平成29年4月2日施行分

は、医療法人の経営の透明性を
確保するための次の2つの改正で
ある。①事業活動の規模その他
の事情を勘案して定める基準に
該当する医療法人（負債50億円
以上又は収益70億円以上の医療
法人・負債20億円以上又は収益
10億円以上の社会医療法人）
は、医療法人会計基準に従い、貸
借対照表及び損益計算書を作成
し、公認会計士等による監査を
受け、公告を実施する。②医療法
人は、その役員と特殊の関係が
ある事業者（医療法人の役員・近
親者や、それらが支配する法人）
との取引（当該事業収益又は事
業費用が1,000万円以上であり、
かつ総事業収益又は総事業費の
10％以上を占める取引等）の状
況に関する報告書を作成し、都
道府県知事に届出をしなければ
ならない。
　特に、②の報告書は「関係事業
者との取引の状況に関する報告
書」と呼ばれるもので、理事長所
有の不動産を医療法人が賃借り
しているときや、いわゆるＭＳ法
人と医療法人が取引している場
合には提出が必要となることが
多いと考えられる。具体的な記載
事項や届出する取引の基準につ
いて正確に把握する必要があ
る。
 （2）の医療法人の分割等に関す
る事項は、施行日は平成28年9月

１日である。医療法人（社会医療
法人、特定医療法人、持分あり医
療法人等を除く。）が、都道府県
知事の認可を受けて実施する分
割に関する規定が新設され、医
療法に合併しか規定がなかった
医療法人の組織再編法として
「分割」が可能となる。税理士と
しては、医療法人の分割制度そ
のものを理解するとともに税制
適格要件についても確認する必
要がある。
 （3）の社会医療法人の認定等に
関する事項も分割と同様に平成
28年9月１日施行となる。内容
は、①2以上の都道府県において
病院及び診療所を開設している
場合で、医療の提供が一体的に
行われていて、厚生労働省令で
定める基準（隣接市町村にある、
両県の医療計画に県境域の記載
がある等）に適合するものについ
ては、全ての都道府県知事の認
定ではなく、その病院の所在地の
都道府県知事だけの認定で社会
医療法人の認定が可能となると
いう改正と、②社会医療法人の
認定を取り消された医療法人で
一定の要件（同族性を排除して
いる、医療計画に記載がある等）
に該当するものは、救急医療等
確保事業に係る業務の継続的な
実施に関する計画を作成し、都
道府県知事の認定を受けたとき
は収益業務を継続して実施する
ことが可能となるというものであ
る。②については、平成28年度
税制改正により、認定取消し時の
累積所得金額に対する課税の特
例措置も手当てされており、その
点もキャッチアップしておくこと
が必要である。
　社会保障政策のターゲットイ
ヤーである2025年が刻々と近付
いている。目標とする地域包括ケ
アシステム構築に際し、医療の主
な担い手である医療法人には大
きな期待が寄せられるとともに、
その担い手に相応しい変化が求
められている。第７次医療法改正
は、まさにその変化を具体的に法
制化したものである。

チェックポイント

（図表）

出典：厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について」より

今秋からスタート！ 第7次医療法改正
医療法人経営にどんな影響を及ぼすのか？

　平成27年9月28日にいわゆる「第７次改正医療法」が公布され、本年9月1日に第一弾が、来年4月2日に
第二弾が施行される。今回の改正は大きくいうと「地域医療連携推進法人制度の創設」と「医療法人制度の見直し」
の２つだ。その内容は医療法人経営の根幹を揺るがすほどインパクトの強いものとなっている。医療福祉介護業界
の関与先を多く持つ会計事務所の支援を行っている㈱ＭＭＰＧ総研にポイントを解説してもらった。

税理士のための
第7次医療法改正後の
医療法人経営への対応
※詳細は３面に掲載

青木惠一税理士が
徹底解説！



　マイナンバーを管理している
パソコンが故障した場合、果た
して、メーカーに修理を依頼す
ることはできるのだろうか・・・。
　富士通は、自社のホームペー
ジに「修理ご依頼時の注意事
項」として「対象機器の記憶装
置（ハードディスク等）にマイ
ナンバーが記憶されたデータが
ある場合には、修理をお受けで
きません」と掲載。そして、
「修理をご依頼される前に、お
客様の責任においてマイナン
バーを消去していただくものと
します。なお、修理および診断
作業の過程で記憶装置（ハード

ディスク等）にマイナンバーが
記憶されたデータが確認された
場合には、修理を実施せずに、
お預かりした対象機器をお客様
に返却いたします」としてい
る。
　日本ＨＰでも、「日本HP方
針に基づき、カスタマーサポー
ト業務（修理業務）において、
マイナンバーを含むデータを日
本HPへ持ち込むことを認めな
い方針とすることとしておりま
す」などとしている。
　マイナンバー、その重要性ゆ
えの影響といえる。

6 平成28年・夏号特集

　昨年10月から住民票を有するすべての人に１人ひとつの12桁のマイナンバー（個人番号）が「通
知カード」により通知され、今年1月から税や社会保障の手続きでマイナンバーの利用やマイナンバー
カードの交付がスタートした。今後、行政の効率化や公平・公正な社会の実現などが期待されているが、
その一方で、マイナンバーをめぐる様々なトラブルや問題が起きている。

　昨年10月中旬から住民票を有
するすべての住民にマイナン
バーを通知する「通知カード」が
簡易書留により郵送された。総務
省によると、今年5月末現在で、
通知カードの郵送件数は5903万
8435件。このうち、未交付は
207万2996件で、未交付率は
3.5％という状況だ。
　これだけ膨大な数の通知カード
を郵便局の配達員、すなわち
「人」が配達するため、巷では誤
配達や紛失などを憂慮する声も聞
かれたが、配達開始から間もなく、
その不安は的中することになる。
　10月26日以降、配達員による
通知カードの誤配達や紛失が多
発したのだ。こうした事態に、総
務省は11月2日、日本郵便に再発
防止策を講ずるよう命じるととも
に、全国の郵便局に対する指導
徹底を要請した。
　しかし、その一週間後、「早く
配達を終えたかった」という理由
で、石川県の珠洲郵便局の配達
員が、21世帯分の簡易書留の受
け取りサインを自ら記入し、その
まま郵便受箱に投函するという
問題が発生。総務省は11月9日、
日本郵便に対して厳重注意した
が、それ以降も誤配達や紛失な
どは後を絶たなかった。

システム障害の発生で
暗証番号を設定できず

　通知カードの配達も一段落し
た平成28年1月、マイナンバー
カード（個人番号カード）の申請
者に対してカードの配布がス
タートしたが、今度は住民から
「申請してもマイナンバーカード
が手に入らない」というトラブル
が発生。原因は、地方公共団体情
報システム機構（J－LIS）のシス

テム障害によるものだ。
　J－LISは、都道府県・市区町村
が共同して運営する組織で、通
知カードの発行やマイナンバー
カードの作成を担っている。マイ
ナンバーカードを申請すると、そ
れをJ-LISが受け付け、全国の市
区町村にマイナンバーカードを
発送。市区町村においてマイナン
バーカードの交付のための作業
が完了すると、申請者に対してお
知らせの交付通知書（ハガキ）を
郵送する。申請者は、このハガキ
と必要な物を持って交付窓口で
本人確認を行い、暗証番号を設
定してカードが交付される流れ
となっている。
　市区町村の作業は、統合端末
からカード管理システムに接続
しながら行われるが、ここで問題
が発生する。今年１月、中継サー
バ内の障害によってカード管理シ
ステムに接続できない事象が起
きたのだ。そのため、住民がハガ
キを持って交付窓口に訪れても、
職員から「暗証番号を設定でき
ないので今日はお帰り下さい」と
言われたり、システムに繋がらず
何時間も待たされる事態が相次
ぎ、現場は混乱状態となった。
　自治体の中には、ホームページ
上で、「交付通知書(カード受け
取りのご案内)の発送が大幅に遅
れています。システムが正常に作
動せず、窓口で長時間お待たせ
することがあります。また、当日
中にマイナンバーカードをお渡し
できないことがあります」などと
呼びかけるところも出てきた。
　J-LISは、中継サーバの障害の
発生原因を特定するため、再現
テストを繰り返すなどの解析を
進め、その対応策を実施。通信障
害の原因は「テストの時に分から

なかったプログラムの設計ミス」
（総務省）だった。

カード内臓のICチップ
通信ミスで使用不能に

　トラブルは、システム障害だけ
では終わらなかった。今度は、マ
イナンバーカードに内蔵された
ICチップに不具合が発生。カード
の暗証番号などを設定する際、
統合端末をカード管理システム
に接続しながら行われるが、「特
に人口密度の高い地域において
交付窓口の端末から自治体サー
バへのアクセスが集中し、通信が
逼迫して処理中にタイムアウトに
なってしまうところがあったよう
だ。通信の接続が失敗すると、統
合端末に情報が登録されても、
中央のシステムには登録されて
おらず、結果として使えないカー
ドとなる。市区町村では再設定が
できないため、カードを再発行し
なければならない。現在はシステ
ムの改修によってリトライの機能
を追加した」（同）。

引っ越しシーズンで
マイナンバーは二の次…

　現在のところ、システム障害な
ども改修され、「交付通知書のハ
ガキを受け取って交付窓口に訪れ
ても、長時間待つようなことはほ
とんどない」（同）という。ま
た、J-LISもホームページで「現
在、カード管理システムは安定的
に稼動しています」と伝えてい
る。
　とはいえ、マイナンバーカード
の発行の遅れは大きな痛手だ。
マイナンバーカードの申請件数
は、５月末時点で1043万1793
件、自治体への発送件数は1022
万783件。しかし、住民への交付
件数は475万9903件にとどまっ
ている。
　総務省としては、システム障害
などによる交付の遅れを取り戻
したいところだが、交付件数が伸

び悩んでいる理由は他にもある。
「３月末から５月上旬までは、日
本で一番の引っ越しシーズン。市
区町村は住所変更などの手続き
をする人でごった返し、職員もそ
の対応に追われるので、１日に出
せるマイナンバーカードの枚数
を絞りに絞って住民に交付通知
書を出しているところもあるよう
だ」（同）。確かに、J-LISの
ホームページでも、「交付窓口の
混雑を緩和するために市区町村
によっては、交付通知書の発送を
調整する場合もあります」と掲載
されている。
　来年のｅ－Ｔａｘに向けて
希望者には年内にカード交付

　こうした事態に対し、総務省は
６月中旬に全国の市区町村に対
し、カードの交付計画を策定する
ように要請。マイナンバーカード
を希望している人が、遅くとも年
内に受け取れるようにするため、
11月末までにはハガキを出すよ
うに指示した。
　「年内」にこだわる理由だが、
マイナンバーカードの用途として
「e-Taxなどの税の電子申請等が
行える電子証明書も標準搭載さ
れます」と謳っており、「ｅ－Ｔ
ａｘに支障が生じるようなことは
絶対にあってはならない」（同）
という想いがあるようだ。
　自民党のIT戦略特命委員会が
2014年にまとめたマイナンバー
制度に関する緊急提言では、「マ
イナンバー制度の導入、定着、そ
して発展に向けて、国民の期待は
大きく、すでに多額の税金が投
入されており、絶対に失敗は許さ
れない」としている。マイナン
バーカードについては、健康保険
証機能の集約化によって2018年
度までに国民の約３分の２、約
8700万枚の普及を目指している
が、国の威信をかけた大事業は、
果たして思惑どおりに機能する
のか――。

マイナンバーに便乗　お金をだまし取られた！マイナンバーに便乗　お金をだまし取られた！

マイナンバーを記憶したパソコンは修理できない!?マイナンバーを記憶したパソコンは修理できない!?

　内閣府のコールセンターや地
方公共団体、消費生活センター
などには、マイナンバー制度に
便乗した不正な勧誘や個人情報
を取得しようとする電話、メー
ル、訪問などに関する情報が多
数寄せられている。
　実際に被害に遭った事例とし
ては、市役所の職員を名乗る者
が訪問し、「市役所から来まし
た。マイナンバーカードにお金
がかかります」などと言われ、
登録手数料としてお金をだまし
取られたケースがある。また、
二人の女性が訪問し、「マイナ
ンバーの関係で参りました。お
預かりします」などと言われ、
家族全員分の通知カードが入っ
た封筒を取られてしまったケー
スもある。
　そのほかにも、「マイナンバー

カードの暗証番号が漏れてい
る」「アダルトサイトの未納料
金があり、この件がマイナン
バーに記録される」などと言わ
れ、それらの対応策として、
キャッシュカードや通帳、現金
をだまし取られる被害も報告さ
れている。
　マイナンバーの利用範囲は、
社会保障、税、災害対策の３つ
の行政分野に限られている。総
務省では、「マイナンバーに関
する不審な電話やメール、訪問
には十分注意し、マイナンバー
総合フリーダイヤルや消費者
ホットライン、内容によっては
警察の相談専用窓口や個人情報
保護委員会のマイナンバー苦情
あっせん相談窓口をご利用くだ
さい」と呼びかけている。
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――日税不動産情報センターを長年ご利用い
ただいておりますが、不動産の仲介業者として
選んでいただいた理由を教えてください。
　関与先から不動産に関する相談が寄せられ
るようになり、事務所をバックアップしてくれ
る相談相手を探していたところ、日税不動産
情報センターの大阪支店が税理士会館の中に
開設され、税理士協同組合の指定会社という
こともあったので、すごく身近に感じて声をか
けさせてもらいました。それから20年以上の
付き合いになります。
――実際に相談してみて、どのような印象を持
たれましたか。
　当時も今も変わりませんが、どんな相談で
も親身に対応してくれて、営業担当者の都合
を押し付けることなく、中立的な立場から最適
だと思われる提案をしてくれます。私は人と
人との付き合いをとても大切にしています
が、日税不動産情報センターの方々は、自分た
ちよりも相手のことを優先し、一回の損得では
なく、長い付き合いをしたいという思いが伝
わってきますので、そうした人を大切にすると
ころに大きな信頼を寄せています。
――関与先の評判はいかがですか。
　とても良いですよ。担当者と顔なじみの関
与先の中には、私を通さずに直接電話する方
もいるほどです。何でも気軽に相談できる人

柄もそうですが、ちょっとした相談でもすぐに
回答してくれますので、本当に頼りになりま
す。関与先も同じような印象を持っているので
はないでしょうか。
――ほかの税理士先生をご紹介いただくこと
もあると聞きました。
　私自身がとても助かっていますので、知り合
いの税理士にも、「不動産で困ったことがあっ
たら日税不動産情報センターに相談するとい
いよ」と勧めています。実際に相談した税理士
から「頼んで良かったよ」と感謝されると、
もっと多くの税理士に知ってほしいと思います
ね。税理士は不動産のプロではありませんの
で、予想外のところでミスが生じる恐れもあり
ます。特に、土地評価は意外な落とし穴がたく
さんありますので、担当者にいろいろと助けて
もらっています。
――例えば、どんなケースがありましたか。
　以前、お客様の相続財産の土地建物で、路
線価で計算すると高額なのに、売却価額を出
してもらうと非常に安くなることがありまし
た。担当者に調べてもらったところ、建物を取
り壊した後、その場所には限定的なものしか
建てることができないことが判明しました。そ
こで、不動産鑑定士を紹介していただき、その
鑑定評価によって相続税を申告したところ、当
局に認められたケースがあります。

――減額が認められるか否かで、税額も大きく
変わってきます。
　そこが土地評価の恐いところです。ミスを
起こさないためにも情報収集が重要となりま
すが、それが不動産に精通したプロによる情
報収集となれば、これほど心強いものはあり
ません。あるお客様から二次相続の申告を頼
まれ、担当者に相続財産である宅地の周辺情
報を集めてもらいましたが、そこが都市計画
道路の予定地であることが分かり、評価を減
額できたケースもあります。一次相続の申告
では、評価の減額がされていませんでした。
――今後、相続に関する相談もさらに増えてき
そうですね。
　最近は、相続税の申告だけでなく、事前対
策の相談も多くなってきました。その際、現金
がほとんどなく土地や建物しか持っていない
ケース、相続後に空き家が発生するケースな
ど、不動産の問題がいろいろと出てきますが、
どのような状況であっても、お客様にできる
だけ損をさせないこと、それが私ども専門家
の重要な役割のひとつだと考えています。こ
れからも日税不動産情報センターと連携し
て、お客様が不動産で損をすることがないよ
うにサポートしていきたいと考えています。

――日税不動産情報センターを初めて利用さ
れたのはいつ頃ですか。
貢太郎先生：名古屋支店の開設後、すぐに不動
産の売却で利用させていただきました。税理
士会のビルの中にオフィスがあり、税理士協同
組合の指定会社だと聞いたので、利用してみ
ようと声をかけたのですが、あれから20年以
上のお付き合いですね。
――ご利用になって、どのような印象を持たれ
ましたか。
貢太郎先生：何よりも惹かれたのは、営業担当
者の人柄です。私の事務所では、お客様の気
持ちになって丁寧に対応することを大切にし
ていますが、日税不動産情報センターの方々
も、お客様の思いを一番に考えて行動してく
れます。先日も、お客様からアパートを売却し
たいという相談を受け、いろいろと要望があり
ましたが、担当者が頑張ってくれました。
――どのようなことを要望されたのでしょうか。
裕恭先生：借家人の方々と付き合いが長く、追
い出すようなことはしたくないので、今の状態
のまますべて引き受けてくれることを望んで
いました。その思いを担当者に伝えたところ、
お客様の希望どおりに引き受けてくれる方を

紹介していただきました。
――お客様の願いが現実になったわけですね。
裕恭先生：「安心して売却できます」と大変喜
んでいました。もしかすると、建物を取り壊し
たり、借家人に出ていってもらったほうが高く
売却できたかもしれません。しかし、お客様に
とっては売却価額よりも借家人の気持ちの方
が大切だったわけです。その思いを担当者も
一番に考えてくれました。
貢太郎先生：私の父親が昭和９年に事務所を
創業して以来、お客様との信頼関係を地道に
築いてきました。もし、外部の営業担当者がお
客様のところを訪問し、お客様の気持ちを無
視して自分勝手な提案をされたら、事務所の
信頼を失うことになります。その点、日税不動
産情報センターの担当者は、私どもの手から
離れてお客様と直接やり取りするようになっ
ても、まったく心配していません。
――お客様の評判はいかがですか。
裕恭先生：とても頼りになると聞いています。
例えば、土地を売却する場合、大半の方は初
めてで、知らないことがたくさんあります。担
当者もその点を十分配慮し、売却時や売却後
のリスクなども丁寧に説明してくれます。それ
によってお客様の要望が増えることもありま
すが、担当者はしっかりと聞き入れ、最適な買
主を紹介してくれますので、売却後のトラブル

などもありません。まさに不動産のエキスパー
トですね。
貢太郎先生：お客様の不動産を評価する際も、
近隣の売買実績などについて第三者の立場で
情報をいただけるので、お客様にも納得して
いただきやすく、とても助かっています。ま
た、土地の評価では減額要因が多数存在しま
すので、非常に神経を使いますが、不動産の
プロによる情報は、自分たちの判断を補強す
る材料となっています。
――事務所創業から80年以上となると、相続
にまつわる相談も多いのではないでしょうか。
貢太郎先生：お客様の中には、二代、三代にわ
たって相続税申告をお手伝いすることもありま
すね。特に、相続税法の改正後、不動産を所有
しているお客様からの相談が増えていますの
で、日税不動産情報センターの力を借りる機会
もこれまで以上に出てくると思います。
裕恭先生：相続案件においても、お客様の思い
を汲み取らなければ、独りよがりのアドバイス
になってしまいます。今年７月から所長を務め
ていますが、これからもお客様の思いを大切に
する姿勢を引き継いでいきたいと思います。日
税不動産情報センターの担当者は、話を聞くの
が上手で、私もつい仕事にならないような相談
をすることもありますが、今後も不動産全般の
良き相談相手として頼りにしています。

中央税理士法人（大阪府・大阪市） 代表社員 相間  靖三 税理士

田口会計事務所（愛知県・名古屋市）
所長 田口  裕恭 税理士　　　相談役 田口  貢太郎 税理士
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不動産に精通したプロによる情報収集

お客様の思いを実現させるエキスパート
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田口貢太郎税理士田口貢太郎税理士 田口裕恭税理士田口裕恭税理士営業担当の荒木営業担当の荒木



　5月29日、ついに改正保険業法が施行された。今回の改正は、顧客保護に主眼が置かれており、保険代理
店や保険募集人には、様々な義務が課せられている。保険に関わる税理士事務所も多いだけに、今後、どの
ような点に注意すべきなのか、のぞみ総合法律事務所（東京・千代田区）の吉田桂公弁護士に話を聞いた。

動き出した改正保険業法動き出した改正保険業法

5月29日、ついに改正保険業法が施行された。今回の改正は、顧客保護に主眼が置かれており、保険代理
店や保険募集人には、様々な義務が課せられている。保険に関わる税理士事務所も多いだけに、今後、どの
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――まず、5月29日に施行された改正保険業
法のポイントからお聞きします。
　改正保険業法では、新しい募集ルールとし
て、意向把握義務及び情報提供義務が導入さ
れました。意向把握義務では、保険募集人
は、顧客の意向を把握し、その意向に沿った
商品の提案・説明を行い、最終的に顧客の意
向と保険契約の内容が合致しているかを確認

するといった一連のプロセスが求められてい

ます。

――顧客の意向を重要視しているわけです
ね。
　そうですね。意向把握義務のもとでは、募
集人や代理店側の都合による「商品ありき」
の売り方はできません。募集人が募集プロセ
スの当初の段階から顧客の意向を把握してい

くことで、顧客は自らの意向を深く認識・理
解し、適切な保険に加入することができるわ
けです。税理士事務所の場合、顧客の財務状
況を把握できる立場にありますので、募集人
が顧客の意向を十分に聞かないまま勝手に商

品を選定するおそれがあります。これでは、
意向把握義務を守っていないと判断されてし

まうおそれがあるので要注意です。

――顧客の意向がハッキリしない場合は、ど
うすればいいのでしょうか。
　顧客も、保険のニーズはあっても、具体的
にどのような商品があるのか、どのような保
障が最適なのか、自分でもよく分かっていな
いケースは多いと思います。そのような場合
は、顧客の話に耳を傾け、いろいろな情報を
踏まえて意向を推定し、会話を重ねていくう
ちに顧客の意向が固まってきて、顧客自身が
納得して契約することが求められてきます。
これを「意向推定型」といいますが、推定の
確度に留意して、合理性・妥当性ある意向推
定を行うことが重要となります。

――情報提供義務では、どんなことが求めら
れますか。
　情報提供義務は、大きく分けて３つありま
す。１つ目は、「契約概要」・「注意喚起情
報」の交付・説明をしっかりと行うこと。２
つ目は、付帯サービスに係る事項の説明を適
切に行うこと。例えば、自動車保険の付帯
サービスとしてのロードサービスが該当しま

す。３つ目は、複数保険会社の商品を取り扱
う乗合代理店の問題ですが、保険商品の比
較・推奨を適切に行うことです。

――どのように比較推奨すればよいのでしょ
うか。
　大きく分けると、顧客の意向に沿って商品
を選別し、商品を推奨するパターンと、代理
店独自の推奨理由・基準（例えば、販売実績
が上位の保険会社の商品を勧めるなど）に
沿って商品を選別し、商品を推奨するパター

ンがあります。いずれにしろ、顧客の意向が
ボンヤリとしている場合、恐らく保険商品に
関する情報量も少ないと思いますので、例え
ば、どのような特約を付けたいのか、保険料
を安くしたいのかなど、顧客のニーズを引き
出しながら適切な商品を導き出していくこと

が重要です。こうした意向把握義務や情報提
供義務を果たせるように、代理店は適切な
「態勢整備」を講じなければなりません。

――態勢整備はどこまで講じる必要があります
か。
　態勢整備は、それぞれの代理店の規模・特
性に応じて行うことになります。保険募集人
が100人いる代理店と５人の代理店で、同じ
対応をせよ、ということにはなりません。代
理店主のみの管理で足りるような規模なの

か、あるいは、募集人の人数も多く、代理店
主とは別に管理責任者を設置しないといけな

いような規模なのかで、講じるべき措置は変
わってきます。また、比較・推奨販売を積極
的に行うのか、取扱保険会社の数はどの程度
なのか等の事情によって、態勢整備のレベル
も異なります。

――保険会社はサポートしてくれないので
しょうか。
　比較・推奨販売は、代理店独自の業務で
す。保険会社は自社の商品を売って欲しいわ
けですから、比較・推奨販売の具体的な方法
までは教えてくれません（教えるとすれば、
自社の商品の推奨方法でしょう。）。したがっ
て、代理店自身で比較・推奨のプロセスを社
内規則で規定する必要があり、どういう基準
で保険商品を比較・推奨していくか、代理店
は自分たちで考える必要がありますので、よ
り自主性が求められてくる部分だといえま

す。

――その点、一社専属のほうが、ハードルが
低いのでしょうか。
　一社専属の場合、基本的には、保険会社の
指導に従っていればよい、ということになり
ますが、ただ、保険会社が用意した種々の内
部規程の雛形などのツールを活用するとして

も、それを実際に使いこなすのは、現場の募
集人ですので、内容をアレンジする必要がな
いのかといった点は検討すべきです。

――募集経緯を記録に残すことも重要でしょ
うか。
　そうですね。意向把握の経緯、比較・推奨
販売の経緯を記録に残す必要があります。し
かも、単に記録を残すだけでなく、その記録
を検証してきちんと募集が行われているかを

確認しなければなりません。保険代理店を営
んでいる税理士にとって、こうした確認や点
検などは馴染みがなかったところでしょう。

――確認や点検のための態勢整備も必要と
なってきそうですね。
　そもそも態勢整備は、形式を整えて終わり
ではなく、「PDCAサイクル」を回して継続的に
行う必要があります。Ｐ（Plan）は、社内規程な
どの策定、D（Do）は組織作りや内部規程の実
行、募集人に対する教育・管理・指導です。そ
して、C（Check）とA（Act）により、社内規程が
しっかり守られているか自分たちで検証し、問
題があれば改善する必要があるわけです。

――そのほかに気を付けるべき点があれば教
えて下さい。
　顧客情報の管理態勢もしっかり整備しなけ

ればなりません。例えば、税理士事務所と代
理店が同じフロアで仕事をするような場合、
Ａさんは保険代理店の業務上、顧客Ｘの情報
を閲覧する必要があるものの、同じフロアで
税理士業務のみに携わるＢさんも顧客Ｘの情
報を閲覧できる状況となっているのは問題で

す。税理士事務所と代理店を分けて、保険に
関する顧客情報などは代理店業務を行うメン

バーだけにＩＤやパスワードを割り振ってア
クセス制限を行うべきでしょう。

――フロアは同じでも構わないのでしょうか。
　本来であれば、部屋も電話もＦＡＸも分け
たほうがいいのですが、難しい問題もありま
すので、遮蔽措置を講じるなど、安易に情報
が見られない物理的区分を設ける必要がある

と思います。すでに改正保険業法は施行され
ていますが、依然として、この対応があいま
いな税理士事務所は多いように感じます。

――税理士が代理店に顧客を紹介して手数料
を受け取るケースもあります。
　保険代理店から紹介料等の手数料を受け取

ること自体は否定はされていませんが、高額
な紹介料などを受け取る場合は留意が必要で

す。例えば、代理店手数料の50％以上を紹介
料として受け取った場合、紹介行為の対価が
募集行為の対価以上となるわけですが、そう
すると、単なる紹介行為を超えて、保険募集
を行っているのではないかと疑いを持たれる

おそれがあります。無資格者が、報酬をも
らって具体的な保険商品の推奨・説明を行え
ば、保険業法違反に問われます。顧客紹介を
利用する代理店は、紹介者が無資格募集等の
不適切な行為に及ばないように、紹介者を管
理する責任を問われることになりますので、
留意が必要です。

――最後に読者の税理士先生にメッセージを
お願いします。　
　今回の保険業法の改正は、すべての代理店
が対象となります。税理士の先生方の代理店
も例外ではありませんので、是非、新しい保
険募集ルールに則った対応をして頂きたいと

思います。

のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士

吉田 桂公 氏

意向把握   情報提供   態勢整備  



9平成28年・夏号 インサイト

１、争点の概要

　問題となったのは、平成21年6月29日に開
催された比嘉酒造の臨時株主総会において支

給することが決定された元代表取締役のＡ氏
に対する退職給与。その金額は、功績倍率法
（退職する役員の最終月額給与の額に、その
役員のその内国法人の業務に従事していた年

数及び功績倍率を乗じて算出する方法）によ
り算定された。
　これに対して税務署は、A氏の退職給与の
うち、A氏の代表取締役としての最終月額給
与の適正額については、原告である比嘉酒造
が算定に利用した金額よりも少ない金額（Ｙ
円）になることを前提に、「Ｙ円×在職期間
×功績倍率」で金額を算定、それを超える部
分を不相当に高額な金額と認定している。
　争点は当然、退職金に「不相当に高額な金
額」があるかないかに帰着する。ただ、裁判
所は、原告と被告の間に勤続年数と功績倍率
については、争いがないことを確認してこれ
を受け入れている。

２、絞り込み  

　となると、税務署はA氏の最終月額給与を
どのように「高い」と判断したのか。被告国
側はA氏の最終月額給与（Ｙ円）の相当額に
ついて、「抽出した類似法人から、さらに抽
出した比較法人（類似法人の改定利益金額及
び純資産額について、原告の本件各事業年度
の改定利益金額及び純資産額のそれぞれ0.5
倍以上2倍以下の範囲内に該当しない事業年
度を除外し、特殊性が高いと認められる事業
年度を除外して本件各事業年度ごとに抽出し

たもの）がそれぞれ支払う代表取締役の給与
のうちの最高額の平均額」としている。これ
を超える金額が不相当に高額な「最終月額給
与」の金額に当たるというわけだ。
　これを受けて裁判所は、争点としてA氏に
対する最終月額給与に不相当に高額な部分の

金額があるか否かに踏み込んでいる。

３、平均功績倍率法の問題

　さて、被告国税側が述べている「抽出した
比較法人がそれぞれ支払う代表取締役の給与
のうちの最高額の平均額」とは何か？これ
は、平均功績倍率方式の計算上出てくる数字
だ。
　この平均功績倍率法とは、業種、会社の規
模等からサンプリングされた同業他社＝比較
法人の「役員退職金」の事例実績から、最終
報酬月額×勤続年数の値で除した功績倍率の
平均値＝「平均功績倍率」を求め、対象とな
る退職役員の最終月額給与の額に、その役員
のその内国法人の業務に従事していた年数及

び功績倍率を乗じて算出する方法だ。これが
役員退職給与の不相当に高額な金額があるか

どうかのモノサシになるのは、法人税法等に
次のような規定があるからだ。

法人税法34条第2項
　内国法人がその役員に対して支給する給与
（前項又は次項の規定の適用があるものを除
く。）の額の不相当に高額な部分の金額とし
て政令で定める金額は、その内国法人の各事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入しない。

法人税法施行令第70条第2項
　内国法人が各事業年度においてその退職した
役員に対して支給した退職給与の額が、当該役
員のその内国法人の業務に従事した期間、その
退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む
法人でその事業規模が類似するものの役員に対
する退職給与の支給の状況等に照らし、その退
職した役員に対する退職給与として相当である
と認められる金額を超える場合におけるその超
える部分の金額。

　国税サイドでは、最近の裁判例でも、これ
らの規定を背景に「法34条2項及び施行令70
条2号の趣旨（役員退職給与のうち不相当に
高額な部分の損金算入の否認による不当な租

税負担回避の防止）に照らせば、類似又は一
定の条件に合致する事例から得られる平均値

をもとに適正役員退職給与額を決定すること

は合理的である。そして、平均功績倍率法
は、最終報酬月額及び功績倍率を用いて施行
令70条2号所定の各要素を考慮、判定の対象
となる法人の退職給与と比較法人の退職給与

支給事例との適切な比較検討を行うことがで

きるものであって、合理性が認められる。」
（熊本地裁平成25年1月16日判決より）と主
張しており、少なくとも平均功績倍率法に合
理性があると考えていることがわかる。
　この点、熊本地裁でも平均功績倍率法につ
いて基本的にその合理性を認めつつ、①比較
法人の退職給与支給事例の抽出が合理的に行
われ、平均功績倍率が適正に算出される限り
平均功績倍率法に合理性がある、②平均功績
倍率法はあくまでも平均値を用いて「退職給
与として相当であると認められる金額」を算
出するものであるから、平均値による金額を
超える部分が常に不相当であると考えること
は妥当ではないこと、③上記金額を超えて相
当部分を認めるべき特段の事情（平均功績倍
率法による役員退職給与額の算出過程では十
分に考慮されないが、同額に相当の影響を及
ぼし得る事情）がある場合には、平均功績倍
率法による金額を超えて相当と認めるべき部
分が存在するというべきである、としてい
る。
　熊本地裁のこれらの指摘は、平均功績倍率
法による算定が最終的に合理的であるかどう

かのチェック項目になるものともいえ、比嘉
酒造の裁判例を読む場合にも参考になると思

われる。

４、東京地裁の判断
　

　東京地裁は、国側が平均功績倍率を計算す

るため抽出した同業他社4事例の最終月年額
給与について検証。それによると、「2法人
ごとにまとめてみると、それぞれに大きな乘
籬があることが明らかである。しかも、比較
法人として抽出された4法人の代表取締役に
対する給与の平均額は、（中略）各比較法人
の代表取締役に対する給与の額とは、いずれ
も大きく乖離したものとなっているといわざ

るを得ないが、各比較法人の役員給与につい
て、平均額に比して高額であったり、低額で
あったりすることについて特殊事情があると

認めるに足りる証拠はない。このような各比
較法人がそれぞれ支払う代表取締役の給与の
うちの最高額の分布及びその平均額等に鑑み
ると、その平均額については、比較法人間に
通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊
性が捨象され、平準化された数値であると評
価することは困難であるといわざるを得な
い」としている。
　このため東京地裁は、「Aに対する役員給
与については、（中略）代表取締役として相
応のものであるとはいえない特段の事情のな
い限り、比較法人の代表取締役に対する給与
の最高額の平均額を超える部分をもって不相
当に高額な部分の金額であるとすることはで
きないというべき」とし、さらに進んで「各
比較法人のうち代表取締役に対する給与額の

最高額の高い上位2法人についてみると、
（中略）不相当に高額な部分の金額の含まれ
る役員給与を支給しているということをうか

がわせる事情は見当たらないことを考慮する

と、上記最高額を超えない限りは不相当に高
額な部分の金額があるとはいえないと解する
のが相当である」と判断している。
　次に東京地裁は、職務内容等から役員給与
に代表取締役として相応のものであるとはい

えない特段の事情があったかどうかを検証。
A氏について、「原告（比嘉酒造）が、平成8
年以降、売上高や経常利益を大きく伸ばすな
どの成長をしたことが認められるところであ

り、（中略）Aも原告の成長に際し、実質的
にも相応の貢献をし、代表取締役の退任時ま
で原告の経営に貢献したものと評価すること

ができる」と認定。
　これにより地裁は最終的に「その職務の内
容等が代表取締役として相応のものであると

はいえない特段の事情があるとは認められな

いから、Ａの役員給与のうち上記の平均額を
超える部分が、不相当に高額な部分の金額で
あるとすることはできない。（中略）本件に
おいては、Aの役員給与が上記の最高額を超
えない限りは、不相当に高額な部分の金額が
あるとはいえない」と判断している。
　こうして平均功績倍率法の具体的適用に関

する裁判所の判断を並べてみてくると、少な
くとも東京地裁は、比嘉酒造のケースで当局
が行った事例のサンプリングでは、不相当に
高額な役員退職金の金額を出すことは不適切

だったと考えたものといえそうだ。またA氏
の貢献についても心証がよかったのではない

かとうかがわれる。

　泡盛の製造・販売で有名な比嘉酒造が国税当局を相手に争ってきた「過大役員
給与・退職金」をめぐる裁判で、東京地裁は平成28年4月22日、役員退職金につ
いては不相当に高額な金額があるとはいえないとする判決を下し、注目を集めて
いる。そこで、今回の東京地裁の判断について探ってみた。

役員退職金をめぐるバトル
東京地裁「不相当に高額な部分はない」
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東大卒プロボクサーの会計人が

　“東大卒のプロボクサー”で、27歳の若さで独立した柏野晃平
公認会計士・税理士。事務所名「アクセル」には、「起業家の事業
成長を加速させ、人生を悔いなく生きるお手伝いをしたい」という
熱い思いが込められており、地元の川崎市を中心に多くの起業家
のハートをつかんでいる。

公認会計士税理士事務所アクセル（神奈川・川崎市）

代表　柏野  晃平 公認会計士・税理士

――ボクシングを始めたのはいつ頃ですか。
　中学、高校と剣道部に所属していましたが、
当時からボクシングに興味を抱き、大学に進
学したらボクシング部に入部しようと考えて
いました。その後、東京大学に入学してボクシ
ングを本格的に始め、全日本アマチュアボク
シング選手権のライトフライ級で６位にラン
クインし、東京都代表として国体にも出場し
ました。

――大学から始めて、すごい成績ですね。
　アマチュアで結果を残すことが目標だった
ので、自分でも満足していますが、部活に熱を
入れすぎて学業が疎かになった時期がありま
した。親にも申し訳なく、その反省からボクシ
ングはここで終わりにしようと思い、新たな
目標として掲げたのが、公認会計士試験の挑
戦です。在学中に２次試験に合格し、大学卒業
後はあずさ監査法人に就職しました。

――当時から独立開業を意識されていたので
しょうか。
　多少意識はしていましたが、社会人経験が
ゼロだったので、まずは監査法人で資格要件
の２年間は働いてみて、その時に仕事が面白
ければ続けるし、そうでなければ違う道を探
そうと思っていました。そして２年が経つ頃、
監査法人以外の道を考えるようになり、同時
に、ボクシングへの思いも再燃してきました。
そんな時、スポーツ好きのある税理士から「も
う一回ボクシングやってみなよ」と背中を押
され、その方の税理士法人に転職してトレー
ニングを再開しました。

――ボクシングと税理士業務の両立はハードで
すね。
　とても大変でしたが、非常に充実した時間
を過ごせましたね。仕事面では税務のキャリ
アを積みながら、税理士という職業のやりが
いを学び、ボクシングでもプロのライセンス
を取得し、デビュー戦を勝利で飾ることもで
きました。勤務先の税理士法人には大変お世
話になりましたが、小さな船でも自分で舵を
取りたいと思い、１年後に独立の道を選択し
ました。

――不安はありませんでしたか。
　顧客ゼロ、収入ゼロですから不安はありま
した。ただ、自分がどこまでできるか試してみ
たいという自己実現の欲求があり、とにかく
チャレンジしてみることにしました。開業当
初は、交流会などに参加しながらコネクショ
ンを増やし、自分と価値観が同じ人、気が合う
人と出会っていく中で、見込客の紹介や顧問
契約の依頼が少しずつ増えていきました。

――関与先はどんな業種が多いですか。
　飲食業が全体の３分の１を占めています。
特に業種特化しているわけではありません
が、ひとつの業種に絞り込むことで、その業界
の習熟スピードを上げることができます。私
の場合、飲食店専門の内装業者や飲食店経営
を支援する組織などと提携していくうちに、
飲食業をサポートする武器が増えていったの
で、まずはこれを自分の得意分野にしようと
考えたわけです。実際、飲食業にまつわる相談
であれば、様々な解決策を揃えていますので、
お客様に満足してもらえる提案ができると自
負しています。

――飲食店は開業しやすい反面、すぐに閉店し
てしまうところもあります。
　確かに、多くの飲食店が開業から２年ほど
で閉店してしまいます。その最たる理由は資
金ショートによるものです。飲食業に強い税
理士が毎月数字をチェックしていれば、お店
の異常を察知して適切な手を打つことができ
たはずです。飲食業に限らず、起業家の方々は
様々な夢や想いを胸に独立されています。そ
うした起業家の事業成長を加速させ、人生を
悔いなく生きるお手伝いをしたい――、事務
所名「アクセル」にはそんな思いが込められて
います。

――飲食店の開業予定者に向けた専用サイト
を立ち上げていますね。
　飲食店の開業予定者の心を掴むためには、
事務所のホームページとは別に、「飲食開業に
強い税理士」をアピールするサイトが必要だ
と思って立ち上げました。私は認定支援機関
として認定を受けていますので、その専用サ
イトでは、日本政策金融公庫の「新創業融資制
度」を利用する際に融資枠の拡大や利率の低
減が可能になる点、本審査前に日本政策金融
公庫の担当者と事前協議ができる点、審査も
スムーズで期間が短縮できる点などを強調し
ています。

――融資の面談にも同行しているのでしょう
か。
　開業予定者の大半は融資の初心者です。面
談で話の意図が伝わらなかったり、緊張して
上手く話せない人もいますので、私も同行し
てサポートしています。同行のメリットとし
ては、開業予定者に安心を与えるだけでなく、
面談中に審査の通過が難しいと判断した場
合、私のほうで取り下げることもできます。こ
れにより、審査に落ちたという履歴は残らず、
もう一度仕切り直してリベンジすることも可
能となります。

――関与先の飲食店に客として訪問することも
ありますか。
　プライベートでよく行きますよ。これも飲
食業に限りませんが、関与先から顧問契約を
解消されるのは、リレーションが低いことが
大きな要因だと思います。ですから、私の事務
所ではサービスはもちろん、互いの関係性で
も満足してもらえるように、関与先とのリ
レーションの維持を日頃から心掛けていま
す。

――今後の事務所経営における目標を教えて
ください。
　開業当時から変わりませんが、これからも
自分と同じ価値観の人とたくさん出会い、仕
事を通じて全員がハッピーになることを目指
していきます。これは、関与先や提携先はもち
ろん、事務所の職員も含まれます。職員を困ら
せてばかりいる関与先がいれば、高い顧問料
であっても契約を解消するし、職員には充実
した人生を送ってほしいので、１千万円以上
の報酬を払える仕組みを整えていきたいと考
えています。

――年収１千万円の給料はすごいですね。
　私の事務所ではクラウド会計をフル活用し
ていますので、入力作業はほとんどありませ
ん。その時間をお客様の訪問に費やし、付加価
値サービスを提供することがメイン業務で
す。通常、事務所職員は一人で20～30件ほど
関与先を担当しますが、私の事務所では効率
化を図ることで一人100件の担当を目標とし
ています。現状、その数字には達していません
が、新規顧客も良いペースで増えていますの
で、数年後には実現させたいですね。将来的に
は完全歩合制で、勤務時間なども自由で構わ
ないと考えています。

――今後、会計事務所の働き方も変わってくる
のでしょうか。
　例えば、先ほどの認定支援機関についても、
認定を受けない人もいれば、認定を受けたけ
ど仕事にならないという方もいるようです。
しかし、私の事務所では大きな武器になって
います。クラウド会計にしても、積極的に導入
している事務所もあれば、そうでないところ
もある。新たなものを採り入れた場合、当然、
働き方は変わってくるし、それによってビジ
ネスチャンスが生まれる可能性も高まりま
す。もちろん、事務所の経営スタイルに正解は
ありませんが、ＩＴはさらに進化し、お客様の
ニーズも確実に変わってきますので、今後、税
理士業界における勢力図も少しずつ変わって
くるかもしれませんね。

起業家のチャレンジを全力で応援
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【個人情報のお取扱いについて】●この度ご記入頂きました個人情報につきましては、当社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスのご案内・ご提供・以外に使用することはございません。また、サービスに必要な個人情報
の全部または一部をご記入いただけない場合は、各種サービス等のご利用をお断りする場合がございます。●お客様の事前の同意なく第三者に提供することはございません。●個人情報に関わるお問合せや訂正につきましては、お手数
お掛けいたしますが、下記担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。（当社の個人情報お取扱いについて：https://www.nichizei.com/khd/individual_info/individual_info02.html）株式会社 共栄会保険代行　総務部
総務部長　〒163-1529　東京都新宿区西新宿1-6-1　新宿エルタワー29階　TEL：03-3340-5533　FAX：03-3340-6498

〈募集代理店〉 株式会社共栄会保険代行　〈日税グループ  全国税理士共栄会保険取扱代理店〉
 〒163-1529　東京都新宿区西新宿1-6-1　新宿エルタワー29 階　TEL：03-3340-5533

〈引受保険会社〉 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）　首都圏総合支社
 〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル17 階　TEL：03-3344-1580

皆様の大切な個人情報を引き続き
厳重にお守り致します。
株式会社共栄会保険代行
認定番号：10690015（06）

ご住所

お名前

都道　　　　　　　　　区町

府県　　　　　　　　　市村　　　　　　　　　

支 部 名 支 部

生年月日 T・S・H　　　　年　　　月　　  日

　　　　－　　　　　  －　　　　　　電話番号

〒

フリガナ
携帯電話からも

資料請求できます
⇒

0120-922-752
0120-922-753 bestplan@nichizei.comFAX

TEL

資
料
請
求
書

給与サポート保険
（医療保険の資料もお届けします。）

AF271-2016-0172 6月24日（170624）
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　毎週のように有名人の不倫が
週刊誌やテレビで取り上げられ、
釈明や謝罪のための記者会見を
するなどしています。不倫という
行為を最近のメディアが取り上
げる場合、倫理に反する行為、社
会的に非難される行為という扱
いです。一方で、過去には、不倫
する男女を描いた小説がベスト
セラーとなって映画化され、「人
生一度。不倫をしましょう。」を
合言葉に不倫相手を求める男女
に出会いの場を提供するソー
シャルネットワーキングサービス
（SNS）が世界中で利用者を増や
していたというようなこともあり
ました（このSNSは2015年に利
用者の個人情報が流出し、世界
中で大騒ぎになりました）。
　私は、不倫相談の専門の弁護
士ではありませんが（相談を受け
る際には病院の診療科目のよう
に「先生、不倫は専門ですか？」
と尋ねられることはあります）、
不倫を原因としたトラブルに関
する相談を受けることや事件を
受任することはよくあります。
　では、不倫が発覚した場合、ど
のような法律問題が起こるので
しょうか。昔の刑法には「姦通
罪」の定めがあり、「有夫ノ婦姦
通シタル者ハ六月以上二年以下
ノ重禁錮ニ処ス其相姦スル者亦
同シ」（夫のある女子で姦通した
者は、６ヶ月以上２年以下の重禁

錮に処する。その女子と相姦した
者も同じとする）と規定されてお
り、不倫が犯罪とされた時代もあ
りました。もちろん現代では不倫
が犯罪として処罰されることは
男女問わずありませんが、不倫に
関連する法律問題を取り上げて
みます。

①離婚原因になること
　離婚は、当事者間で協議が成立
すれば、届出をすることによって
成立しますが、当事者間で協議が
成立しない場合でも直ぐに離婚訴
訟を提起することはできず、家庭
裁判所の調停手続を経なければ
離婚訴訟を提起できません。
　離婚訴訟を提起する場合、民法
に定める離婚事由の有無が問題に
なることも多いのですが（離婚事
由がなければ離婚は認められませ
ん）、「配偶者に不貞な行為が
あったとき」（民法770条第1項第
1号）というのは離婚事由の典型
です（不貞な行為とは、配偶者の
ある者が自由な意思に基づいて、
配偶者以外の者と性的関係を結ぶ
ことをいい、性交渉のある不倫は
当然これに含まれます）。
　不倫をされた方の配偶者が
「絶対に離婚したい！」と考えた
場合、仮に不倫をした側の配偶
者が離婚を拒否しても最終的に
は裁判で離婚が認められる可能
性が極めて高くなります（法律上

は、不貞な行為があった場合でも
裁判所は一切の事情を考慮して
婚姻の継続を相当と認めるとき
は離婚の請求を棄却することが
できますが、不倫の場合にはそ
のような例外を期待するのは難
しいでしょう）。
　そうすると離婚協議の段階、離
婚調停の段階でも最終的には離婚
訴訟で離婚が認められることを前
提としたお話合いとならざるを得
なくなりますし、離婚原因がある
ことを理由とした離婚慰謝料の問
題、離婚に伴う財産分与や子供が
いる場合には親権、監護権の問題
にもつながります。これらは多く
の人の人生設計に影響を与えるの
ではないでしょうか。

②不倫相手に対する慰謝料請求
　不倫が発覚した場合、不倫をさ
れた方の配偶者から不倫相手に対
する慰謝料請求もよくみられる事
案です。この場合の慰謝料の額に
ついて、よく尋ねられるのです
が、統一的な基準はありません。
　判決で慰謝料の額を決める場
合は、婚姻期間、婚姻生活の状
況、不倫の始まった経緯、不倫を
理由とした婚姻関係の破綻の有
無、不倫を継続していた期間な
ど様々な事情によって決まりま
す。裁判官によって価値基準が
異なると思うことも多く、判決を
もらってこの事案でこの程度しか

認められないのかと思うこともあ
れば、予想よりも多かったなと思
うこともあります。実際には慰謝
料は数百万円以下の範囲内に収
まるのが通常で、事案によっては
100万円前後のこともあります。
慰謝料の金額の高低の評価は人
によるでしょうが、そのような請
求をする、請求を受けることはそ
れ自体が大きなストレスです。

　不倫は、本来的にはその夫婦
間の問題、当事者の私生活上の
問題ですが、時に事件や事故に
つながります。不倫を契機とした
刃傷沙汰や職場秩序に与える影
響、不正行為への懸念（不倫の逢
瀬のための費用の捻出のために
不正行為を行うなど）は無視で
きません。異性に対する好意、愛
情に第三者が口を挟むべきかと
いう議論もあるでしょう。ここで
は事の当否には立ち入りません
が、不倫に関する法律問題にはご
留意ください。
　さて、平成28年７月よりサービ
スを開始する「日税ジャーナルオ
ンライン」のワンポイント講座で
記事を執筆することになりまし
た。税理士の先生方の業務にも
役立つようなテーマを中心に、ク
ライアントとの話のネタ、読んで
息抜きになるようなテーマなども
織り交ぜつつ掲載していく予定
です。是非、ご覧ください。

日税ジャーナルオンラインのワンポイント講座で連載開始

法律の箱 　　　　～男女間のトラブル編～
マイル法律事務所 松永 貴之 弁護士

気になる話題
を

詰め込んだ
気になる話題

を

詰め込んだ

　知りたい情報はココにある！　知りたい情報はココにある！

『日税ジャーナルオンライン』は、
税務関連の最新情報や税理士業界の動向、
顧問先に教えたい経営関連情報、
「ワンポイント講座」など、様々な情報を発信する
税理士事務所のためのポータルサイトです。
タブロイド版の『日税ジャーナル』とともに
WEB版の『日税ジャーナルオンライン』を
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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